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消費税申告書「付表５」の計算例 
 

 

この資料は以下の製品について記述したものです。 

・勘定奉行シリーズ全製品（勘定奉行太鼓判[個人編]を除く。） 

 

【内  容】 

本資料では、[消費税管理資料]-[申告用資料] -[書面申告]で印刷される「付表５」において、 

その集計されてくる金額は、勘定奉行に入力したどの金額を集計してくるかを説明しています。 

「付表５」は、仕入に係る消費税額の計算方法として簡易課税を採用しており、旧税（３％等）が含

まれていない場合に添付します。 

以下、記載例の付表５の金額が、勘定奉行のどこから集計されているかを説明します。 
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① 課税標準額に対する消費税額（申告書②欄の金額） 

[消費税計算書]の「課税標準額」欄の「消費税額（4.0 %）」の金額を表示します。 

税区分「７」で登録された明細の金額を各事業区分ごとに集計し、その合計額に係る消費税額（国

税４%分）を表示します。 
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② 貸倒回収に係る消費税額（申告書③欄の金額） 

[消費税計算書]の「貸倒回収に係る消費税額」欄の「消費税額（4.0/105.0）」の金額を表示しま

す。 

税区分「１０」で登録された明細の金額の合計額に係る消費税額（国税４％分）を表示します。 
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③ 売上対価の返還等に係る消費税額（申告書⑤欄の金額） 

[消費税計算書]の「返還等対価に係る税額」欄の「消費税額（4.0 %）」の金額を表示します。 

税区分「８」で登録された明細の金額を各事業区分ごとに集計し、その合計額に係る消費税額（国

税４%分）を表示します。 

 

 
④ 控除対象仕入税額計算の基礎となる消費税額（①＋②－③） 

控除対象仕入税額計算の基礎となる消費税額を表示します。 

上記①と②の金額を加算し、③の金額を控除した金額を表示します。 

3,840,000 ＋ 160,000 －380,000 ＝ 3,620,000 
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⑤ １種類の事業の専業者の場合［控除対象仕入税額］④×みなし仕入率 

１種類の事業の専業者の場合（勘定奉行において、事業区分を１つの業種のみを使用した場合）、

④の金額に別途計算された「みなし仕入率」を乗じた金額を表示します。本資料では、複数の業

種を営んでいるため、この欄には金額は表示されません。 

※みなし仕入率は、[消費税計算書]のファンクションキー７「確認」から「消費税の算定基礎」

を表示させることにより確認できます。 

 
 
⑥ 各事業区分ごとの税抜純売上高の合計額を表示します。 

以下で説明する⑦から⑪に表示される各金額の合計額を表示します。 

1,700,000 ＋ 3,800,000 ＋ 67,500,000 ＋ 4,500,000 ＋ 9,000,000 

＝ 86,500,000 

 

⑦ 第１種事業（卸売業）に該当する税抜純売上高の合計額を表示します。 

上記①課税標準額に対する消費税額の第１種事業の税抜金額から、③売上対価の返還等に係る消

費税額第１種事業の税抜金額を控除した金額を表示します。 

2,000,000 － 300,000 ＝ 1,700,000 

 

⑧ 第２種事業（小売業）に該当する税抜純売上高の合計額を表示します。 

上記①課税標準額に対する消費税額の第１種事業の税抜金額から、③売上対価の返還等に係る消

費税額第１種事業の税抜金額を控除した金額を表示します。 

4,000,000 － 200,000 ＝ 3,800,000 
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⑨ 第３種事業（製造業等）に該当する税抜純売上高の合計額を表示します。 

上記①課税標準額に対する消費税額の第１種事業の税抜金額から、③売上対価の返還等に係る消

費税額第１種事業の税抜金額を控除した金額を表示します。 

75,000,000 － 75,000 ＝ 67,500,000 

 

⑩ 第４種事業（その他）に該当する税抜純売上高の合計額を表示します。 

上記①課税標準額に対する消費税額の第１種事業の税抜金額から、③売上対価の返還等に係る消

費税額第１種事業の税抜金額を控除した金額を表示します。 

5,000,000 － 5,000 ＝ 4,500,000 

 

⑪ 第５種事業（サービス業）に該当する税抜純売上高の合計額を表示します。 

上記①課税標準額に対する消費税額の第１種事業の税抜金額から、③売上対価の返還等に係る消

費税額第１種事業の税抜金額を控除した金額を表示します。 

10,000,000 － 10,000 ＝ 9,000,000 

 

⑫ 各事業区分ごとの消費税額（国税４％）合計額を表示します。 

以下で説明する⑬から⑰に表示される各消費税額の合計額を表示します。 

68,000 ＋ 152,000 ＋ 2,700,000 ＋ 180,000 ＋ 360,000 ＝ 3,460,000 

 

⑬ 第１種事業（卸売業）に該当する消費税額（国税４％）の合計額を表示します。 

上記①課税標準額に対する消費税額の第 1種事業の消費税額から、③売上対価の返還等に係る消

費税額第 1種事業の消費税額を控除した金額を表示します。 

（2,000,000 ＋ 100,000）× 4/105 － （300,000 ＋ 15,000）× 4/105 

＝ 80,000 － 12,000 ＝ 68,000 

 

⑭ 第２種事業（小売業）に該当する消費税額（国税４％）の合計額を表示します。 

上記①課税標準額に対する消費税額の第２種事業の消費税額から、③売上対価の返還等に係る消

費税額第２種事業の消費税額を控除した金額を表示します。 

（4,000,000 ＋ 200,000）× 4/105 － （200,000 ＋ 10,000）× 4/105 

＝ 160,000 － 8,000 ＝ 152,000 

 

⑮ 第３種事業（製造業等）に該当する消費税額（国税４％）の合計額を表示します。 

上記①課税標準額に対する消費税額の第３種事業の消費税額から、③売上対価の返還等に係る消

費税額第３種事業の消費税額を控除した金額を表示します。 

（75,000,000 ＋ 3,750,000）× 4/105 － （7,500,000 ＋ 375,000）× 4/105 

＝ 3,000,000 － 300,000 ＝ 2,700,000 

 

⑯ 第４種事業（その他）に該当する消費税額（国税４％）の合計額を表示します。 

上記①課税標準額に対する消費税額の第４種事業の消費税額から、③売上対価の返還等に係る消
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費税額第４種事業の消費税額を控除した金額を表示します。 

（5,000,000 ＋ 250,000）× 4/105 － （500,000 ＋ 25,000）× 4/105 

＝ 200,000 － 20,000 ＝ 180,000 

 

⑰ 第５種事業（サービス業）に該当する消費税額（国税４％）の合計額を表示します。 

上記①課税標準額に対する消費税額の第５種事業の消費税額から、③売上対価の返還等に係る消

費税額第５種事業の消費税額を控除した金額を表示します。 

（10,000,000 ＋ 500,000）× 4/105 － （1,000,000 ＋ 50,000）× 4/105 

＝ 400,000 － 40,000 ＝ 360,000 

 

⑱ 原則計算を摘要する場合。④×みなし仕入率 

「④控除対象仕入税額計算の基礎となる消費税額」に原則計算により計算したみなし仕入率を乗

じて算出した課税仕入に係る消費税額を表示します。 

68,000  × 0.9  ＋ 152,000  × 0.8  ＋ 2,700,000× 0.7  ＋180,000  ＋0.6 

360,000 × 0.5 ／ 3,460,000 × 3,620,000 ＝ 2,469,969 

 

⑲ １種類の事業で 75%以上 

「⑥事業区分別の合計額」のうちに、１種類のみの課税売上高の占める割合が、７５％以上であ

る場合の特例により計算された課税仕入に係る消費税額を表示します。 

本資料の場合は、第三種事業が 78.9％であるため、以下の金額が計算されます。 

3,620,000 × 0.7 ＝ 2,534,000 

 

20～29 ２種類の事業で 75%以上 

「⑥事業区分別の合計額」のうちに、１種類のみの課税売上高の占める割合が、７５％以上であ

る場合の特例により計算された課税仕入に係る消費税額を表示します。 

本資料の場合は、第三種事業のみで 75％を超えているので、第三種事業と他の４業種を足して７

５％以上に該当することとなり、以下の金額が計算されます。 

 

21 第一種事業と第三種事業 

3,620,000 × [68,000 × 0.9 ＋ (3,460,000 － 68,000) × 0.7 

／ 3,460,000] ＝ 2,548,228 

 

24 第二種事業と第三種事業 

3,620,000 × [152,000 × 0.8 ＋ (3,460,000 － 152,000) × 0.7 

／ 3,460,000] ＝ 2,549,902 

 

27 第三種事業と第四種事業 

3,620,000 × [2,700,000 × 0.7 ＋ (3,460,000 － 2,700,000) × 0.6 

／ 3,460,000] ＝ 2,454,485 
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28 第三種事業と第五種事業 

3,620,000 × [2,700,000 × 0.7 ＋ (3,460,000 － 2,700,000) × 0.5 

／ 3,460,000] ＝ 2,374,971 

 

30 控除対象仕入税額 

⑱～29 までの仕入に係る消費税額のうち、最も大きい金額が選択されます。本資料の場合では、

２種類の事業で 75%以上の特例で、第二種事業と第三種事業のケース「2,549,902」が選択されま

す。 

以上 


